介護保険負担限度額認定申請の手続きに必要な書類
【申請に必要なもの】
· 申請書　□ 同意書　□ 委任状　（本人が来庁不可で代理申請する場合）
· 印鑑
※シャチハタ不可
· 通帳　（原本とコピー）　　
※配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳も必要になります。
※名義になっている全ての預貯金通帳をお持ちいただきます。
※通帳は最新に記帳する必要があります。
※コピーは窓口では行っておりませんので、事前にご準備ください。
○コピーが必要なページ
・通帳の見開き１ページ目
（名義名・銀行名・支店名・口座番号が確認できるページ）
・申請日から直近2か月間の預貯金異動が確認できるページ
・定期預金の残金を確認できるページ（定期預金がある場合）
　通帳で確認できない場合は「定期預金の証書」の写しを提出
· 本人確認書類（申請者）

【該当する方のみ必要なもの】
□通帳に「配当金」「出資金」の記載がある方
→配当金証書・出資証書・通知書等
□有価証券・投資信託・金銀などの資産がある方
→残高証明書・取引残高報告書等
□借入金・住宅ローンなどの負債がある方
　→額を証明する書類


【注意事項】
※預貯金額が基準額を超える場合は申請できません。
※書類不足の場合、再度来庁いただく場合があります。

